
               個人情報の保護に関する法律についての 
経済産業分野を対象とするガイドライン 

Ⅱ．法令解釈指針・事例  

２．個人情報取扱事業者の義務等  

（６） 苦情の処理（法第３１条関連）  

法第３１条第１項  

個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めな

ければならない。  

 

法第３１条第２項  

個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければ

ならない。 

 

個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努

めなければならない。また、苦情の適切かつ迅速な処理を行うに当たり、苦情処理窓

口の設置や苦情処理の手順を定める等必要な体制の整備に努めなければならない。も

っとも、無理な要求にまで応じなければならないものではない。  

なお、必要な体制の整備に当たっては、日本工業規格 JISZ9920「苦情対応マネジメ

ントシステムの指針」を参考にすることができる。  


